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（目的）

第1条 社会福祉法人綜合施設美吉野園が開設する美吉野園老人寮外部サービス利用型指定特定

施設入居者生活介護事業所（以下「事業所」という）が行う外部サービス利用型指定特定施

設入居者生活介護の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、

要介護状態にある利用者（以下「利用者」という）に対し、適正な外部サービス利用型指定

特定施設入居者生活介護を提供することを目的とする。

（運営の方針）

第2条 事業者は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に当たって、特定施設

サービス計画に基づき、事業所が委託する指定居宅サービス事業者（以下「受託居宅サービ

ス事業者」という。）による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用

者が要介護状態になった場合でも、事業所において利用者の有する能力に応じて、自立した

生活を営むことができるようにする。

（職員の職種、員数）

第3条 職員の職種及び員数は、次のとおりとする。

一 管理者            1 名（常勤）

二 生活相談員・計画作成担当者   1 名（常勤）

三 介護職員            4 名（常勤換算・内 1名は兼務）

2 前項各号に掲げる職員の職務の内容は、次のとおりとする。

一 管理者

   事業所の職員及び業務の管理を一元的に行う。

二 生活相談員

   利用者及びその家族への生活相談に対応するとともに、必要な助言その他の援助を行う。

三 計画作成担当者

   特定施設サービス計画の作成を行う。

四 介護職員

   利用者の自立の支援及び日常生活の充実のための全般にわたる介護を行う。

（事業所の名称及び所在地）

第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

一 名 称  美吉野園老人寮

（外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業所）

二 所在地  奈良県吉野郡大淀町下渕６２９番地

（利用定員及び居室数）

第5条 事業所の利用定員及び居室数は、次のとおりとする。

一 利用定員     ８０名

二 居室数（全室個室） ８５室



（内容及び手続きの説明並びに契約の締結等）

第6条 事業所は、サービス提供の開始に際してあらかじめ、入居申込者またはその家族に対し、

運営規程の概要、職員の勤務の体制、事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容、

受託居宅サービス事業者及び事業所の名称及び受託居宅サービスの種類、利用料の額並びに

改定の方法その他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付して説明を行い、外

部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を締結する。

2 事業所は、前項のサービス提供にあたり、介護保険被保険者証により被保険者資格、認定

状況、有効期間を確認する。

（外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の取扱方針）

第7条 事業所は、利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、特定施設サービス

計画に基づき、漫然かつ画一的にならないよう配慮しながら、日常生活に必要な援助を行う。

2 事業者は、サービス提供に当たって、親切丁寧を旨とし、利用者またはその家族から求め

られたときは、サービス提供方法等について十分な説明を行う。

3 事業所は、自ら外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常に

その改善を図る。

（特定施設サービス計画の作成）

第8条 事業所の計画作成担当者は、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等

の評価を通じて、その抱える問題点を明らかにし、解決すべき課題を把握し、自立した日常

生活を営むことができるよう、事業所及び他の特定施設職員と常に継続的に連携し、特定施

設サービス計画を作成する。

2 前項の特定施設サービス計画を作成に当たっては、その原案をあらかじめ利用者またはそ

の家族に説明し同意を得るとともに、当該計画を作成し利用者に交付する。また、常に当

該計画の評価を行い、必要に応じて変更する。

（相談及び援助）

第9条 事業所は、常に利用者の心身の状況やその置かれている環境等の的確な把握に努め、利用

者またはその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに必要な助言その他の援助を行う。

（利用料）

第10条 事業所が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護サービスを提供した場合の利

用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サー

ビスであるときは、利用者の負担割合の額とする。

2 法定代理受領に該当しないサービスを提供した場合に、利用者から支払いを受ける利用料

の額と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との間に、不合理な差額が生じ

ないようにする。

3 前 2項のほか、次に掲げる費用を徴収する。

一 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜を要する費用



二 日常生活費のうち、利用者が負担することが適当と認められる費用  

（利用料の変更等）

第11条 事業所は、介護保険法など関係法令の改正等及び経済状況の著しい変化その他止むを得な

い事由がある場合は、前条に規定する利用料を変更する。

2 事業所は、前項の規定により利用料を変更する場合は、あらかじめ、利用者またはその家

族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書により説明、同意を得る。

（受託居宅サービス事業者並びに当該事業者の名称及び所在地）

第12条 事業所が委託する指定居宅サービス事業所は、次のとおりとする。

一 指定訪問介護事業所

美吉野園訪問介護ステーションさくら

   （奈良県吉野郡大淀町下渕６２９番地）

美吉野園訪問介護ステーション

   （奈良県吉野郡大淀町下渕８８７－２ 桜ヶ丘コーポ）

社会福祉法人大淀町社会福祉協議会大 淀訪問介護ステーション

   （奈良県吉野郡大淀町下渕１２２３番地）

      株式会社 ワースリビング

      （奈良県五條市住川町３３１－１）

      医療法人鴻池会 秋津ホームヘルパーステーション

       （奈良県御所市池之内１０６４番地）

二 指定訪問看護事業所

  美吉野園訪問看護ステーション

   （奈良県吉野郡大淀町下渕８８７－２ 桜ヶ丘コーポ）

社会福祉法人大淀町社会福祉協議会 大淀訪問看護ステーション

   （奈良県吉野郡大淀町下渕１２２３番地）

  医療法人吉川会 訪問看護ステーション大和

    （奈良県御所市北十三１２６番地）

三 指定通所介護事業所

社会福祉法人仁風会 デイサービスセンター吉野のあかり

   （奈良県吉野郡大淀町比曽１０７番６）

社会福祉法人仁南会 さうす国見デイサービスセンター

  （奈良県御所市柏原１３２０）

社会福祉法人祥水園 デイサービスセンター漣

   （奈良県五條市野原西３－３－４１）

株式会社シルバーケアーコンサルタント デイサービスセンター

さくらの里

（奈良県吉野郡大淀町今木８８０番地）

社会福祉法人壷阪寺聚徳会 デイサービスセンター陽明荘

（奈良県高市郡高取町清水谷１４９－５）



社会福祉法人太陽の村 デイサービス柳光

（奈良県吉野郡吉野町柳１３９５－１）

四 指定福祉用具貸与

株式会社 イカリトンボ

（奈良県生駒郡斑鳩町竜田３－２－４６）

2 前項各号に掲げる事業所が委託する指定居宅サービス以外のサービスは、利用者の状況に

応じて委託するものとする。

3 前項の指定居宅サービス以外のサービスは、指定訪問入浴介護、指定訪問リハビリテーシ

ョン、指定認知症対応型通所介護とする。

（居室の移動）

第13条 利用者は、適切に介護サービスを受けることが困難な場合であって、次の各号に定める場

合には、事業所に利用していない居室がある場合に限り、利用者の希望により居室を移動す

ることができます。

一 日照、採光などの環境が、より適切なサービス提供をする合理的理由があるとき

二 現に利用している居室の設備等が、より適切なサービス提供をするうえで著しい支障

があるとき

三 より適切なサービス提供をするうえで、他の利用者との関係が日常生活を送るうえで

著しい支障があるとき

四 その他既に利用している居室がより適切なサービス提供をするため、利用者の日常生

活上に著しい支障があるとき

2 事業所は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に著しい支障があると

認めるときは、事業所の管理者は、利用者の同意を得て居室を移動させることができる。

（居室移動に係る費用負担）

第14条 前条第 1項の各号により居室移動をした利用者は、移動する前に使用していた居室を入居

前の現状に復していただきます。

2 前項に規定する現状に復する費用は利用者の負担とする。

（衛生保持）

第15条 利用者は、事業所の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のために事業所に協力していただ

きます。

（禁止行為）

第16条 利用者は、事業所で次の行為をしてはなりません。

一 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、または自己の利益のために他人の自由を侵す

こと。

二 けんか、口論、泥酔などで他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。

三 事業所の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。

四 指定した場所以外で火気を用いること。



五 故意に事業所もしくは物品に損害を与え、またはこれを持ち出すこと。

（利用者に関する市町村への通知）

第17条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町

村に通知する。

一 正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程

度を増進させたと認められるとき。

二 偽りその他不正行為によって保険給付を受け、または受けようとしているとき。

（利用者の家族との連携）

第18条 事業所は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流の機会

を確保する。

（施設利用にあたっての留意事項）

第19条 条居室、共用施設、敷地その他の利用にあたっては、その本来の用途に従って、妥当かつ

適切に利用するものとする。

（緊急時の対応）

第20条 事業所は、利用者の身体状況に急変が生じた場合その他緊急の事態が生じた場合には、速

やかに主治医または協力医療機関に連絡するとともに、できるだけ速やかにその家族に連絡

するなど必要な措置を講じる。

（事故発生時の対応）

第21条 事業所は、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、前条の規定に沿

って対応するとともに、市町村等関係機関に連絡する。

（非常災害対策）

第22条 事業所は、非常災害その他緊急の事態に備え、防災及び非難に関する計画を作成し、従業

者に周知するとともに、当該計画に従って、年２回以上の避難誘導訓練その他必要な訓練等

を行う。

2 前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるように連携に努めるもの

とする。

（衛生管理及び感染症対策）

第23条 事業所は、感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように次の各号に掲げる措

置を講じる。

一 施設における感染症または食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委

員会を一月の１回程度開催するとともに、その結果について、介護職員その他職員に周

知徹底を図る

二 施設における感染症または食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する



三 施設において、介護職員その他職員に対し、感染症または食中毒の予防まん延の防止

の研修及び訓練を定期的に実施する

四 別に厚生労働大臣が定める感染症または食中毒が疑われる際の対処等に関する手順

に沿った対応を行う

（入退所の記録の記載）

第24条 入所に際して、入所年月日、施設の種類・名称を披保険者証に記載する。

また、退所に際しては退所年月日を披保険者証に記載する。

（勤務体制等）

第25条 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう職員の体制を定める。

2 職員の資質向上のための研修の機会を設ける。

（協力医療機関等）

第26条 事業所は、入院治療を必要とする利用者のために協力医療機関等を定める。

2 事業所は、協力歯科医療機関を定める。

（掲示）

第27条 事業所は、特定施設内の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、

利用料その他のサービスの選択に資する重要事項を掲示する。

（身体拘束の禁止）

第28条 事業所は、身体拘束等のための指針の整備行い、原則として利用者の自由を制限するよう

な身体拘束を行わない。

2  事業所は、緊急やむを得ない事由により拘束せざるを得ない場合には、事前に利用者及び

その家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録する。また、身体拘束等のさらなる適正

化を図るため、その対策を検討する委員会及び研修を定期的に開催する。

（虐待防止）

第29条 事業所は、虐待防止のための指針の整備行い、利用者への虐待防止を行うとともに、職員

に対しても虐待防止の研修を定期的に実施する。

2 事業所は、利用者または家族から虐待防止の通報があれば、速やかに事実確認を行うとと

もに必要な措置を講じる。

（秘密の保持等）

第30条 事業所の職員は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしませ

ん。

2 退職者等が、正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らさぬよう、



必要な措置を講じる。

（苦情処理）

第31条 サービスに関する利用者及びその家族からの苦情に迅速にかつ適切に対応するため、苦情

受付窓口を設置しています。

2 前項の苦情を受け付けた場合には、その苦情の内容等を記録する。

3 提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・提示を求め、または市町村職員か

らの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力する。また、市町村からの指

導または助言を受けた場合は、それに従い、必要な改善を行うとともに、市町村から求めが

合った場合にはその改善の内容を報告する。

4 サービスに関する利用者からの苦情に関して、奈良県国民健康保険団体連合会の調査に協

力するとともに、奈良県国民健康保険団体連合会からの指導または助言を受けた場合は、そ

れに従い、必要な改善を行うとともに、奈良県国民健康保険団体連合会から求めがあった場

合にはその改善の内容を報告する。

（差別解消について）

第32条 「障害者差別解消法」（平成 28年 4月 1日施行）に基づき、事業者が障害者に対して不当

な差別的取扱いをしないこと、また、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮に

努める。尚、事業者が講ずべき対応指針については、「障害者差別解消法 福祉事業者向け

ガイドライン」に準じるものとする。

（地域との連携）

第33条 運営に当たって、地域住民または住民の活動との連携、協力を行うなど、地域との交流に

努める。

（記録と整理）

第34条 事業所は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備する。

2 利用者に対するサービス提供に関する次の各号に掲げる諸記録を整備し、その完結の日か

ら５年間保存する。

  （１） 特定施設サービス計画

  （２） 受託居宅サービス事業者等から報告に係る内容の記録

  （３） 受託居宅サービス事業者の業務の実施状況に関する記録

  （４） 市町村への通知に関する事項の記録

  （５） 苦情の内容等の記録

  （６） 事故の状況及び事故に際して採った処置の記録

  （７） 提供した具体的なサービスの内容等に記録

（８） 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急止むを得

ない理由の記録

（９） 一部業務委託をしている場合はその記録

（10） 法定代理受領サービスに係る同意書を受けている場合はその書類



（ハラスメント対策の強化）

第35条 職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動により、就業環境が害

されることを防止する為の必要な措置を講じます。

（業務継続に向けた取組の強化）

第36条 感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制

を構築します。

2 消防計画及び災害時における事業継続計画（BCP）に基づき、感染症や非常災害発生時に必要

な措置を講じます。

3  計画を職員に周知するとともに、必要な研修や訓練(ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ)を定期的に実施します。

4  計画の見直しを実施し、必要に応じて計画内容の変更を行います。

（第三者評価の実施）

第37条 第三者評価は実施していません。

（その他運営に関する留意事項）

第38条 特定施設入所者生活介護従業者に対して認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるた

めに必要な措置を講じるものとする。

（その他）

第39条 この規程に定める事項のほか、運営に関する必要な重要事項は社会福祉法人綜合施設美吉

野園理事長の承認を得て、施設長がこれを行うこととする。

附 則

  この規定は、平成 18年 6月 1日から施行します。

この規定は、平成 20年 10 月 1日から施行します。

この規定は、平成 24年 4月 1日から施行します。

この規定は、平成 24年 8月 1日から施行します。

この規定は、平成 26年 2月 1日から施行します。

この規定は、平成 26年 4月 1日から施行します。

この規定は、平成 26年 8月 1日から施行します。

この規定は、平成 27年 4月 1日から施行します。

この規定は、平成 27年 6月 1日から施行します。

この規定は、平成 27年 8月 1日から施行します。

この規定は、平成 28年 4月 1日から施行します。

この規定は、平成 28年 9月 1日から施行します。

この規定は、平成 29年 4月 1日から施行します。

この規定は、平成 29年 10 月 1日から施行します。

この規定は、平成 30年 4月 1日から施行します。



この規定は、令和元年 6月 1日から施行します。

この規定は、令和元年 7月 1日から施行します。

この規定は、令和元年 9月 1日から施行します。

この規定は、令和元年 10月 1日から施行します。

この規定は、令和 3年 4月 1日から施行します。

この規定は、令和 4年 10 月 1日から施行します。

この規定は、令和 5年 1月 1日から施行します。

この規定は、令和 6年 4月 1日から施行します。

この規定は、令和 6年 6月 1日から施行します。

この規定は、令和 7年 1月 1日から施行します。

この規定は、令和 7年 3月 1日から施行します。

この規定は、令和 7年 4月 1日から施行します。



<介護保険対象サービス利用料金>                         別紙

（厚生労働大臣の定める介護報酬の告示額の利用者の負担割合に応じた額となります。）

ただし費用徴収階層により市町村から認定を受けた場合、支弁割合に応じた加算が行われます。

それにより負担額が軽減されることがあります。

＊要介護者の介護サービス利用に係る自己負担額（1割負担の場合）

区 分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基本部分 ８４円（日額）

身体介護（対象者） １５分未満 ９４円

１５分以上３０分未満 １８９円

３０分以上 1 時間３０分未満 ２５６円

所要時間３０分以上１時間３０分未満の場合２５６円に所要時間３０分か

ら計算して所要時間が１５分毎に８５円を加算する。

ただし１時間３０分以上は５４８円に１５分毎に３６円を加算する。

生活援助（対象者） １５分未満 ４８円

１５分以上 1 時間未満 ９４円

３所要時間１５分以上１時間未満の場合９４円に所要時間１５分から計算

して所要時間が１５分ますごとに４８円を加算する。

1 時間以上 1時間 15分未満は２１４円。1 時間 15分以上は２５６円。

通所介護（対象者）

通常規模型

3 時間以上 4時間未満

３３３円

（１回）

３８１円

（１回）

４１３円

（１回）

４８０円

（１回）

５２９円

（１回）

訪問看護（対象者）

20 分未満
２６５円（１回）

訪問看護（対象者）

30 分未満
４２４円（１回）

福祉用具貸与 福祉用具貸与に要した単位で、料金はその単位に１０円を乗じた額、利用

料金の負担額はその料金の１割の額です。

加算

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 利用額の１２．８％

特定施設協力医療機関連携加算（Ⅰ） １００円/月

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２円／日

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） １０円／月

新興感染症等施設療養費（対象者） ２４０円／日（5日を限度）

障害者等支援加算（対象者） ２０円／日

上記以外の介護サービスの利用については、厚生労働省の定める基準を参照して下さい。



<介護保険対象サービス利用料金>                         別紙

（厚生労働大臣の定める介護報酬の告示額の利用者の負担割合に応じた額となります。）

ただし費用徴収階層により市町村から認定を受けた場合、支弁割合に応じた加算が行われます。

それにより負担額が軽減されることがあります。

＊要介護者の介護サービス利用に係る自己負担額（2割負担の場合）

区 分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基本部分 １６８円（日額）

身体介護（対象者） １５分未満 １８８円

１５分以上３０分未満 ３７８円

３０分以上 1時間３０分未満 ５１２円

所要時間３０分以上１時間３０分未満の場合５１２円に所要時間３０

分から計算して所要時間が１５分毎に１７０円を加算する。

ただし１時間３０分以上は１０９６円に１５分毎に７２円を加算する。

生活援助（対象者） １５分未満 ９６円

１５分以上 1時間未満 １８８円

所要時間１５分以上１時間未満の場合１８８円に所要時間１５分から

計算して所要時間が１５分ますごとに９６円を加算する。

1時間以上 1時間 15 分未満は４２８円。1時間 15 分以上は５１２円。

通所介護（対象者）

通常規模型

3時間以上４時間未満

６６６円

（１回）

７６２円

（１回）

８６２円

（１回）

９６０円

（１回）

１，０５８円

（１回）

訪問看護（対象者）

20分未満
５３０円（１回）

訪問看護（対象者）

30分未満
８４８円（１回）

福祉用具貸与 福祉用具貸与に要した単位で、料金はその単位に１０円を乗じた額、利

用料金の負担額はその料金の２割の額です。

加算

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 利用額の１２．８％

特定施設協力医療機関連携加算（Ⅰ） ２００円/月

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ４４円／日

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） ２０円／月

新興感染症等施設療養費（対象者） ４８０円／日（5日を限度）

障害者等支援加算（対象者） ４０円／日

上記以外の介護サービスの利用については、厚生労働省の定める基準を参照して下さい。



<介護保険対象サービス利用料金>                         別紙

（厚生労働大臣の定める介護報酬の告示額の利用者の負担割合に応じた額となります。）

ただし費用徴収階層により市町村から認定を受けた場合、支弁割合に応じた加算が行われます。

それにより負担額が軽減されることがあります。

＊要介護者の介護サービス利用に係る自己負担額（3割負担の場合）

区 分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基本部分 ２５２円（日額）

身体介護（対象者） １５分未満 ２８２円

１５分以上３０分未満 ５６７円

３０分以上 1時間３０分未満 ７６８円

所要時間３０分以上１時間３０分未満の場合７６８円に所要時間３０分か

ら計算して所要時間が１５分毎に２５５円を加算する。

ただし１時間３０分以上は１６４４円に１５分毎に１０８円を加算する。

生活援助（対象者） １５分未満 １４４円

１５分以上 1時間未満 ２８２円

所要時間１５分以上１時間未満の場合２８２円に所要時間１５分から

計算して所要時間が１５分ますごとに１４４円を加算する。

1時間以上 1時間 15 分未満は６４２円。1時間 15 分以上は７６８円。

通所介護（対象者）

通常規模型

3時間以上 4時間未満

９９９円

（１回）

１，１４３円

（１回）

１，２９３円

（１回）

１，４４０円

（１回）

１，５８７円

（１回）

訪問看護（対象者）

20分未満
   ７９５円（１回）

訪問看護（対象者）

30分未満
   １，２７２円（１回）

福祉用具貸与 福祉用具貸与に要した単位で、料金はその単位に１０円を乗じた額、利

用料金の負担額はその料金の３割の額です。

加算

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 利用額の１２．８％

特定施設協力医療機関連携加算（Ⅰ） ３００円/月

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ６６円／日

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） ３０円／月

新興感染症等施設療養費（対象者） ７２０円／日（5日を限度）

障害者等支援加算（対象者） ６０円／日

上記以外の介護保険サービスの利用については、厚生労働省の定める基準を参照して下さい。



介護保険サービスの利用限度額（月額）

  ＊要介護者の介護サービス利用限度額

介護サービス

利用限度額

要介護度１

163,550 円

要介護度２

183,620 円

要介護度３

204,900 円

要介護度４

224,350 円

要介護度５

245,330 円

   ☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変

更します。


